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社会福祉法人カトリック聖ヨゼフホーム



聖ヨゼフホーム　重要事項説明書
（特定施設入居者生活介護等）

１　一般型

指定特定施設入居者生活介護事業所が、提供するサービスについての
相談窓口
　　電　　話　０７４５－６７－２０１５
　　担当窓口　福井　修平（施設長）
　　　　　　　川野　舞（副施設長・主任生活相談員）
　　　　　　　吉田　ゆか（生活相談員）
２　法人（事業者）の概要
	法人の名称
	社会福祉法人 カトリック聖ヨゼフホーム

	代表者役職・氏名
	理事長　清冨　洋三

	事業所の種類　
	指定特定施設入居者生活介護
指定介護予防特定施設入居者生活介護

	所在地・連絡先
	〒631-0806　奈良県奈良市朱雀4丁目3番地10

	
	電話番号
	0742-71-7733
	ＦＡＸ
	0742-71-6272



３　法人の理念（大切にしていること）
〇お一人おひとりをかけがえのない“人”として敬い、その方が生きがいをもって安
心して生活できるように支援する
〇心身に障がいがあって日常生活を送ることが困難な方や家族との同居が続けられ
ない方などを受け入れ、支援する
〇カトリックの“隣人愛”の精神に基づき、社会福祉法人として地域社会に貢献する　

４　養護老人ホーム（事業所）の概要
	事業所の名称
	聖ヨゼフ・ホーム

	所在地
	〒639-2251　奈良県御所市大字戸毛54番地6

	
	電話番号
	0745-67-2015
	ＦＡＸ
	0745-67-2002

	定　員
	５０名

	事業所番号
	２９７０８０００３９

	管理者職・氏名
	総合施設長　平岡　毅（養護老人ホーム　総合施設長）



５　養護老人ホーム　聖ヨゼフホームの支援方針
　『ひとりひとりをかけがえのない“個”として敬い、
大切にするという心でもって、丁寧に関わり尽くすこと！』

６　事業の目的及び運営方針
（１）目的
社会福祉法人カトリック聖ヨゼフホームが設置運営又は経営する特定施設入居者生活介護 聖ヨゼフホーム（以下「事業所」という。）は、介護保険法（平成12年法律第123号）に規定する、指定居宅サービスの事業にかかる設備及び運営に関する基準により、指定特定入居者生活介護・指定介護予防特定入居者生活介護の事業が、適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態または要支援状態にある高齢者（以下「利用者」という。）に対し、適正な指定特定入居者生活介護及び指定介護予防特定入居者生活介護のサービス（以下「特定施設サービス」という。）を提供することを目的とします。
（２）運営方針
事業所の職員は、指定特定入居者生活介護・指定介護予防特定入居者生活介護の提供にあたって、事業所内の計画作成担当者が作成する特定施設サービス計画または介護予防特定施設サービス計画に基づき、利用者が当該施設においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行う。
また、養護老人ホーム基本方針である、「社会復帰の促進及び自立のために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指す。」ということに十二分に留意し、生活支援及び介護を遂行することとする。

７　サービスの内容 
（１）基本サービス 
①　特定施設サービス計画の作成
利用者について、解決すべき課題を把握し、利用者の意向を踏まえた上で特定施設サービスに係る目標及びその達成時期、サービス内容、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ特定施設サービス計画を作成します。
②　利用者の安否の確認
施設の職員により、利用者の日常の心身の状況、生活状況に気配りいたします。
③　生活相談等
生活相談員をはじめ介護職員等が、日常生活に関することなどのご相談に応じます。
（２）サービスの提供 
特定施設サービス計画に基づき、入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練、療養、その他日常生活上の支援について、サービスを提供します。
（３）設備の使用、手続き及び介護サービス等 
設備の使用、手続き及び介護サービス等については、入居に関する契約書の規程によるところとしますが、以下の事項についてもご参照ください。
①　居 室
当施設の居室（１人居室５５室）使用に関しましては、原則的には居室移動はありませんが、入所後の心身の状況等により必要に応じて居室を変更することがあります。
○居室移動に関する事項
（ア）利用者は、原則として入所時に指定された居室を使用するものとします。ただし、適切に介護サービスを受けることが困難な場合であって、次の各号に定める場合には、事業所に利用していない居室がある場合に限り、利用者の希望により居室を移動できる場合があります。
一　日照、採光などの環境が、より適切なサービス提供をする合理的理由があるとき
二　現に利用している居室の設備等が、より適切なサービス提供をするうえで著しい支障があるとき
三　より適切なサービス提供をするうえで、他の利用者との関係が日常生活を送るうえで著しい支障があるとき
四　その他既に利用している居室がより適切なサービス提供をするため、利用者の日常生活上に著しい支障があるとき
（イ）施設の管理者は、特定施設サービスの提供に著しい支障があると認める場合、利用者の同意を得て居室を移動させることができます。 
（ウ）居室の移動を希望する利用者は、その理由を職員に申し出てください。
施設は、申し出を受けた時はその適否を利用者に通知します。 
（エ）施設が利用者の居室を移動させる場合は、利用者の同意を得ます。
（オ）居室移動した利用者は、移動する前に使用していた個室を入居前の現状に復して下さい。また、その費用は利用者の負担とします。
②　食 事　　
朝食 　８：００～
昼食 １２：００～
夕食 １７：３０～ 
・基本的な食事時間は上記のとおり。但し、利用者のご希望や心身の状態に応じて変則的な対応も行います。
・食事は、管理栄養士が利用者の病態、摂取状況等に合わせて献立を作成し、外部委託給食事業者の調理職員が調理します。
・医師の指示による食事の提供を行うことがあります。 
・食事介助は、原則として特定施設サービス計画に沿って対応します。まずは職員へご相談ください。
③　入 浴
入浴介助は、原則として特定施設サービス計画に沿って対応します。まずは職員へご相談ください。
④　その他の介護
その他、日常生活上の更衣、排泄、体位変換、シーツ交換、施設内の移動の付き添い等の介護は、原則として特定施設サービス計画に沿って対応します。まずは職員へご相談ください。
⑤　機能訓練
日常生活動作の維持または向上を日頃の生活の中で実施しますが、必要に応じて特定施設サービス計画に沿って機能訓練指導員が対応します。まずは職員へご相談ください。 
⑥　健康管理
ご利用開始後、健康状態を把握するため、協力病院の嘱託医による診察を受けていただきます。また、原則月１回以上施設内の医務室にて協力病院の嘱託医による診察や健康相談サービスを受けることができます。なお、嘱託医以外への外来は原則として、ご家族等に実施していただきます。（介添えが必要な場合にはご相談ください。遠方の場合には費用がかかる場合があります。）
（４）その他のサービス 
①　理美容
施設内での理美容の機会を設けておりますので、ご希望の方はお申し出ください。
但し、ボランティアによります理容（無料）若しくは実費負担での美容となります。
②　所持品の管理
持ち込みできるお荷物は、原則的に居室の収納スペースとなります。なお、貴重品については自己若しくはご家族等での管理にてお願い致します。
③　レクリェーション
年間を通じて利用者の交流会等の行事を行います。行事によっては別途実費相当分の参加費等がかかる場合もあります。
④　お買物支援
月に１回、施設の自動車にて近隣商店へのお買物支援を行っています。自ら出向くほか、物品購入の代行支援も行っています。ご希望の場合は職員へご相談ください。

８　その他
（1） 従業員研修
1 採用時（後）研修　社会福祉の使命、法人理念、介護技術全体について学ぶ。
2 定期研修　施設内研修　年１０回以上
3 習熟研修　奈良県（近畿、全国）老人福祉施設協議会の開催する施設外研修
4 キャリアアップ研修　より専門性の高い介護技術を取得する研修
（2） 地域との連携
事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
（3） 生産性の向上
　  厚生労働省が定める「生産性ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築を
図り、現場課題の見える化に努めます。又、共同で行うICTインフラの整備、人事
管理システムや福利厚生システム等の共通化、協同化を通じた職場環境の改善に向けた取り組みの実施に努めます。

９　当施設の設備の概要
	敷地
	17307.17㎡
	食堂        
	1ヶ所
	143.64㎡

	建物



	構　造
	木造１階建・準耐火構造

	多目的ホール           
	1ヶ所
	88.00㎡

	
	
	
	機能訓練室

	1ヶ所


	30.26㎡

	居室
	個室（５５室）
	11.73㎡
	相談室（面談室）
	1ヶ所
	25.94㎡

	
	
	
	トイレ
※共同9ヶ所、居室は18ヶ所完備

	談話室
（コーナー）
	１４ヶ所
	28.22～143.64㎡
	一時介護室
(静養室兼用)
	1ヶ所
	5.88㎡

	浴室
	1ヶ所その他、個浴２ヶ所
	　　　　35.06㎡

	静養室
	1ヶ所
	5.88㎡

	
	
	
	医務室
	1ヶ所
	26.29㎡

	洗濯室
	1ヶ所
	　　　　30.00㎡
	喫煙室
	1ヶ所
	5.42㎡

	職員室　
	1ヶ所
	9.53㎡
	世代間交流
	1ヶ所
	86.64㎡



１０　職員配置状況 
（１）管理者　１人（常勤兼務：養護老人ホーム施設長）
管理者は、事業所の職員管理及び事業の利用に係る調整、業務の実施状況の把握、その他について一元的に統括管理します。
（２）生活相談員　２人
（常勤兼務：養護老人ホーム主任支援員、及び他職種と兼務）
利用者及び家族への生活相談、必要に応じた助言指導等を行います。
（３）計画作成担当者（介護支援専門員）１人以上（常勤兼務：生活相談員）
特定施設サービス計画の作成、モニタリング等を行います。
（４）看護職員　１人以上（常勤兼務：養護老人ホーム看護職員）
利用者の日常の健康管理及び必要な処置、看護を行います。
（５）介護職員　９人以上（常勤兼務：養護老人ホーム支援員等）
利用者の自立支援及び日常生活の充実のための全般にわたる介護を行います。
「看護職員又は介護職員の合計数」は、要介護者３人につき１人、要支援者の利用者１人を要介護者０．３人と換算して合計した利用者数をもとに、３人又はその端数を増すごとに１人以上の配置とします。
※要支援、要介護者：看介護職員＝３：１ということになります。
（６）機能訓練指導員　１以上（非常勤専従）
利用者が日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行います。
１１　料　金
（１）保険が適用される基本料金
	1日あたりの料金
	保険10割
	負担1割

	特定施設入所者生活介護
（1日につき）
	要支援１（183単位）
	1,830円
	183円

	
	要支援２（313単位）
	3,130円
	313円

	
	要介護１（542単位）
	5,420円
	542円

	
	要介護２（609単位）
	6,090円
	609円

	
	要介護３（679単位）
	6,790円
	679円

	
	要介護４（744単位）
	7,440円
	744円

	
	要介護５（813単位）
	8,130円
	813円

	夜間看護体制加算　
	1日につき（9単位)
	90円
	9円

	協力医療機関連携加算　
	1月につき（100単位)
	1000円
	100円

	生産性向上推進体制加算
	1月につき（10単位)
	100円
	10円

	高齢者施設等感染対策向上加算
	1月につき（10単位)
	100円
	10円

	入居継続支援加算
	1日につき（36単位)
	360円
	36円

	介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
	所定単位数にサービス加算率を乗じた単位数


※介護サービス費負担割合に応じた費用負担をお願いします。

（4）加算料金
以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。
	加算
	基本単位
	利用料
	利用者負担
	算定回数等

	
	
	
	1割負担
	2割負担
	3割負担
	

	入居継続支援加算(Ⅰ)
	36
	365円
	36円
	72円
	108円
	１日につき

	ADL維持等加算（Ⅰ）
	30
	304円
	30円
	60円
	90円
	

	ADL維持等加算（Ⅱ）
	60
	608円
	60円
	120円
	180円
	

	夜間看護体制加算（Ⅱ）
	9
	91円
	9円
	18円
	27円
	１日につき

	若年性認知症入居者受入加算
	120
	1,216円
	122円
	244円
	366円
	１日につき

	協力医療機関連携加算
	100
	1,014円
	101円
	202円
	303円
	１月につき

	協力医療機関連携加算
	40
	405円
	41円
	82円
	123円
	１月につき

	口腔・栄養スクリーニング加算
	20
	202円
	20円
	40円
	60円
	１回につき

	科学的介護推進体制加算
	40
	405円
	40円
	80円
	120円
	１月につき

	退院・退所時連携加算
	30
	304円
	30円
	60円
	90円
	１日につき

	退居時情報提供加算
	250
	2,535円
	254円
	508円
	762円
	

	看取り介護加算（Ⅰ）
	72
	730円
	73円
	146円
	219円
	死亡日以前31日以上45日以下

	看取り介護加算（Ⅰ）

	144
	1,460円
	146円
	292円
	438円
	死亡日以前４日以上３０日以下

	
	680
	6,895円
	690円
	1,380円
	2,070円
	死亡日の前日及び前々日

	
	1,280
	12,979円
	1,298円
	2,596円
	3,894円
	死亡日

	高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）

	10
	101円
	10円
	20円
	30円
	１月につき

	高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）
	5
	50円
	5円
	10円
	15円
	１月につき

	生産性向上推進体制加算（Ⅰ）
	100
	1,014円
	101円
	202円
	303円
	１月につき

	生産性向上推進体制加算（Ⅱ）
	10
	101円
	10円
	20円
	30円
	１月につき

	サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
	22
	223円
	22円
	44円
	66円
	1日につき


	サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
	18
	182円
	18円
	36円
	54円
	

	サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
	6
	60円
	6円
	12円
	18円
	

	介護職員等処遇改善加算
（Ⅰ）～（Ⅳ）
【※各事業所で該当区分を記載してください】
	所定単位数〔※〕の
　○/1000
	左記の単位数×地域区分
	左記の
1割
	左記の
2割
	左記の
3割
	1日につき
・１月につき
・〔※所定単位数〕
基本サービス費に各種加算・減算を加えた総単位数




0. 入居継続支援加算は、利用者や職員の割合について厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届け出ている場合に算定します。
· ADL維持等加算は、一定期間に当事業所を利用した者のうち、ADL（日常生活動作）の維持又は改善の度合いが一定の水準を超えた場合に算定します。
0. 夜間看護体制加算は、看護に係る責任者を常勤1名以上配置し、利用者に対して24時間連絡できる体制と必要に応じて健康上の管理等を行う体制を確保している場合に算定します。尚、要支援１若しくは、要支援２の方は加算対象外となります。
· 若年性認知症入居者受入加算は、若年性認知症（40歳から64歳まで）の利用者を対象に指定特定施設入居者生活介護を行った場合に算定します。
0. 協力医療機関連携加算は、協力医療機関との間で、利用者の同意を得て、当該利用者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合は場合に算定します。
0. 口腔・栄養スクリーニング加算は、利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態のスクリーニングを行った場合に算定します。
0. 科学的介護推進体制加算は、利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況等の基本的な情報を厚生労働省に提出し、その情報を特定施設入居者生活介護の適切かつ有効な提供に活用している場合に、算定します。
0. 退院・退所時連携加算は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院から当施設に入居した場合に、入居した日から30日以内の期間について算定します。
0. 看取り介護加算は、看取りに関する指針を定め、医師が一般的な医学的見地に基づき回復の見込みがないと診断した入所者に対して、多職種共同にて介護に係る計画を作成し、利用者又は家族の同意のもと、入所者がその人らしく生き、その人らしい最期を迎えられるように支援した場合に算定します。
0. 高齢者施設等感染対策向上加算は、高齢者施設等における平時からの感染対策の実施や、感染症発生時に感染者の対応を行う医療機関との連携体制を確保している場合に算定します。協力医療機関とも年に1回以上の定期的な研修を実施し、その結果を職員に周知徹底します。
0. 生産性向上推進体制加算は、介護職員の処遇改善を進めることに加え、介護ロボットや ICT 等のテクノロジーの導入等により、介護サービスの質を確保するとともに、職員の負担軽減に資する生産性向上の取組をしている場合に算定します。
0. サービス提供体制強化加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届け出た事業所が、利用者に対して特定施設入居者生活介護を行った場合に算定します。
0. 介護職員等処遇改善加算は、介護職員等の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取組みを行う事業所に認められる加算です。
Ⅰイ：14.8%、Ⅰロ：15.9%、Ⅱイ：14.2%、Ⅱロ：15.3%、Ⅲ：13.0%、 Ⅳ：10.8%

※今後、介護報酬改定等がある場合は、料金が変わることもあり得ます。
※聖ヨセフホーム所在地の地域区分は、１単位＝10.14（円）であります。従いまして、
上記基本料金にそれぞれ10.14を乗じた金額となります。

（2） その他自己負担となるもの（保険対象外の費用で全額利用者負担となるもの）
1 　個別的な選択による介護サービス利用料
・個別的な外出介助に要する費用（実費）
Ⅰ　利用者の特別な希望により個別に行われる買物・旅行等の外出介助
Ⅱ　特定施設が定めた協力病院等以外の通院又は入退院の際の外出介助
・個別的な買物等の代行（実費）
　 利用者の特別な希望により当該施設が想定している範囲の店舗以外の店舗に係る買物等の代行に要する費用
・標準的な回数を超えた入浴を行った場合の介助（実費）
②　その他 実費
ア　特別な介護費用
◎（おむつ代）※施設提供品以外にて、個別に対応を要する分に関して。
イ　理美容代（理美容事業者へ直接お支払いください。）
ウ　記録等の複写物に関する費用
サービス提供に関する記録の複写物に関する実費額は、１複写につき１０　円です。
（３）費用徴収額について
費用徴収額⇒前年度の個人の収入（公的年金等）から必要経費（医療費・社会保険
料等）を差し引いた金額にて階層表に当てはめ算出した額。	
　　補足）費用徴収金は、毎年３月から４月に各福祉事務所よりの求めに応じて当施設
より収入の申告をし、６月に決定後７月より一年間同金額を毎月個人が、各福祉事務所に支払っております。

	費用徴収階層
	支弁割合
	費用徴収階層
	支弁割合
	費用徴収階層
	支弁割合

	　　　１階層
	１００％
	　２７階層
	　７６％
	　３３階層
	６２％

	２～２２階層
	　９９％
	　２８階層
	　７１％
	　３４階層
	　５７％

	　　２３階層
	　９５％
	　２９階層
	　６６％
	　３５階層
	　５４％

	　　２４階層
	　９１％
	　３０階層
	　６５％
	　３６階層
	　５１％

	　　２５階層
	　８６％
	　３１階層
	　６４％
	　３７階層
	　４８％

	　　２６階層
	　８１％
	　３２階層
	　６３％
	　３８階層
	　４５％


※養護老人ホーム入所者のうち、介護保険サービスを利用した者に対し、本人が支払うべき介護保険サービスの利用者負担月額として必要とされる額に、費用徴収基準に定める階層区分に応じて、上記に定める割合を乗じた額を各福祉事務所が加算額とし
て負担するということになります。
（４）介護保険制度に伴う利用料等のお支払方法
利用料は、当月請求額を毎翌月末日までに行います。その際は、養護老人ホーム費用徴収金同様、事務職員にて利用者名義の銀行口座（口座がない場合には新規に開設していただきます。）より現金払出し又は銀行振替にてお支払いいただきます。（金融機関が休業日の場合は、翌営業日となります。）
　　　　　　　
１２　本重要事項説明書第１項「一般型指定特定施設入居者生活介護事業所が、提供するサービスについての相談窓口」以外のサービス内容に関する相談・苦情機関等
事業者以外に、苦情解決第三者委員（食堂前廊下に氏名、住所を掲示してあります。）、市町村の相談・苦情窓口等に相談内容等を伝えることができます。
・御所市役所福祉部高齢対策課　　　　　　電話 ０７４５-６２-３００１（代）
・奈良県国民健康保険団体連合会　　　　　電話：０７４４-２９-８３１１　
※当事者間の話し合いでは解決できなかった場合には、奈良県社会福祉協議会に設置された「運営適正化委員会」に申し立てることができます。
　　　　　　　　　 
１３　秘密保持・高齢者権利擁護
　①秘密保持について、個人情報保護法及び当法人の諸規定に基づき、本施設及びその従業員は、正当な理由がない限り、その業務上知り得た利用者及び利用者の家族の秘密を漏らしません。
2 本施設は、万が一の事態が発生し個人情報の提示、提供する場合、必要な機関に対し、利用者及び利用者の家族又は身元引受人に使用目的等を説明し、文書により同意を得ます。
3 高齢者虐待の発生や再発を防止する為の措置を講じると共に、職員のハラスメント等のストレス対策に関する研修や、ご本人やご家族に加え、職員に相談窓口の明確化を図り、高齢者虐待に向けての施策の充実化を図ります。



１４　非常災害時の対策
	非常時の対応
	別途定める消防計画にのっとり対応を行います。

	避難訓練及び防災設備
	別途定める消防計画にのっとり、年２回の夜間及び昼間を想定した避難訓練を、入所者の方も参加して行います。

	
	設備名称
	個数等
	設備名称
	個数等

	
	スプリンクラー
	あり
	SP自家発電気
	１カ所

	
	
	
	非常口
	25カ所　

	
	自動火災報知機
	あり
	誘導灯
	46カ所

	
	消火器
	１１個
	※AED（自動体外式除細動器）
	１カ所


１５　緊急時等における対応方法
　入所中に病状の急変があった場合は、速やかに利用者の主治医、当事業所の協力医療機関、緊急時連絡先（ご家族等）へ連絡します。なお、養護老人ホームの入所時の内容から変更がある場合はお申し出ください。

１６　協力医療機関
	医療機関
	嘱託医院
	榎本医院
	御所市大字戸毛1130番地

	
	総合病院
	御所済生会病院
	御所市大字三室20番地

	
	歯科
	永長歯科診療所
	御所市大字戸毛47番地1



　※受診時の付き添いは、施設の方では原則致しません。
但しご本人の環境（人、物全て）によっては、施設の方でも対応させていただきます。また、場合によりご家族様等にお願いする事があります。ご協力のほど宜しくお願い致します。

□施設の方にて対応する場合
例）・自身での受診（身体的、精神的等）が困難な場合。
　 ・家族等がいない、もしくは対応が困難な場合。
　 ・経済的に移動手段（一般、介護タクシー）が困難な場合。　　などなど

１７　生産性向上・科学的介護の推進
1 目的
当施設では、利用者様お一人おひとりの尊厳を大切にしながら、安全確保、事故予防、及び介護（生活支援）サービスの質向上を目的としてICT機器を活用します。あわせて、科学的根拠に基づくケアの実践を通じ、より安心で質の高い生活支援の実現を目指します。

2 対象機器
・見守りカメラ（録画あり／なし）
・離床センサー
・排泄支援機器
3 運用方針
・機器の使用は、利用者様の尊厳及びプライバシーへの影響を十分に考慮したうえで、必要最小限とします
・安全確保及びケアの質向上という目的の範囲内でのみ使用し、目的外利用は行いません
・機器導入にあたっては、人的対応等の代替手段を十分に検討したうえで判断しま　　　
　す
・利用者様及びご家族に対し、事前に十分な説明を行い、理解と納得を得たうえで
運用します
4 プライバシー保護
・取得する情報は、利用者様の生活の様子に関わる極めて重要な個人情報であるこ　　
とを十分に認識し、厳格に取り扱います
・閲覧及び管理は必要最小限の職員に限定し、適切な権限管理を行います
・記録データは保存期間を定め、期間経過後は適切に消去します
・更衣、排泄、入浴等の場面については、特に慎重に配慮し、利用者様の尊厳が損
なわれることのないよう最大限の対応を行います
・設置場所や機器の種類については、プライバシー保護の観点から継続的に見直し
を行います
5 同意について
機器の使用にあたっては、利用者様及びご家族に対し、機器の目的、使用方法、取得する情報の内容等について丁寧に説明を行い、機器ごとに個別の同意を取得します。
6 同意撤回
利用者様及びご家族は、いつでも同意を撤回することができます。
なお、同意の有無や撤回により、サービスの提供に不利益が生じることはありません。

１８　一時介護室の利用条件・手続き
　入居者の心身の状態または感染症等に起因する事由等により、自居室にて生活することが困難、またはご本人にとって好ましくないと判断される場合に限り、医務室内に設置された一時介護ベッドにて対応を行います（無料）。
なお、原則、病中病後の療養管理は居室にて行います。



１９　施設利用にあたっての留意事項
	来訪(面会等)
	面会時間　９：００～２０：００
緊急時などはこの限りではありません。

	外出・外泊
	外出・外泊の際には、届け出書に行き先と食事の要無、帰宅日時を記載して下さい。

	居室・設備・
器具の使用
	施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用下さい。これに反したご利用により破損等が生じた場合、弁償していただく場合があります。

	入　　浴
	一般浴（月・水・金）　１８：１５~２０：３０　※男女入替制
介助、介護浴（月・金）　９：３０~１６：００　※男女入替制

	喫　　煙
	決められた場所以外での、喫煙はご遠慮下さい。
※特に、居室での喫煙は厳禁であります。

	迷惑行為等
	騒音等他の入所者の迷惑になる行為は、ご遠慮下さい。また、むやみに他の入所者の居室等に立ち入らないで下さい。

	所持品の管理
	所持金品は、自己の責任で管理して下さい。

	宗教活動・
政治活動
	施設内での他の入所者に対する執拗な宗教活動及び政治活動は禁止します。



２０　事故発生時の対応
１　事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。
２　事業所は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
３　事業所は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。
４　事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、当該利用者の契約終了の日から5年間保存する。
　
２１　施設入居・利用契約
（１）施設入居
各自治体の措置決定によって入所が認められ、かつ、要支援・要介護状態にある場合に限り、特定施設サービスを利用することができます。よって、心身の機能が改善され自立となった場合や措置が廃止された場合には契約は解除されます。
（２）利用契約
　施設の運営については、利用者と事業者との間で結ばれた「聖ヨゼフホーム 特定施設入居者生活介護　利用契約書」に従います。

当事業所は、重要事項説明書に基づいて、特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護のサービス内容及び重要事項の説明をしました。



令和　　年　　月　　日

事業者　　　　　　　住　所　奈良県御所市大字戸毛54番地6
　　　　　　　　　　　　　　施設名　特定施設入所者生活介護　聖ヨゼフホーム
　　　　　　　　　　　　　　　　　（事業所番号２９７０８０００３９）
代表者　理事長　　　清冨　洋三　　　　    

　　　　　説明者　　　　　　　職　名　（主任）生活相談員兼計画作成担当者　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
氏　名　　□川野 舞　　　□吉田　ゆか    　　
　　　　　　　　　　　　　　
私は、重要事項説明書に基づいて、特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護のサービス内容及び重要事項の説明を受けました。

*令和３年度介護報酬及び基準改定等に伴う文書簡略化等に鑑み、記名（印字又はゴム印）の場合のみ要押印とし、署名の場合押印省略とする。

利用者　　　　　　　住　所  奈良県御所市大字戸毛54番地6　　　                                  

氏　名 　　　　　　　　　     　　　　　  


　　　　　身元引受人　　　　　住　所                                       
　　　　 （記載は任意）
　　　氏　名 　　　　　　　　　     　　　　　  


代理人　　　　　　　住　所                                       
　　　　　(選任した場合)
氏　名 　　　　　　      　　　　　　　　 


令和８年６月１日改定

重度化した場合における対応に係る指針
（特定施設入居者生活介護・夜間看護体制加算）


重度化された場合の対応にあたっては、介護方法、治療等についてご本人の意思ならびにご家族の意向を最大限に尊重します。ご利用者及びご家族、事業者との間で、相互に同意された内容について確認をとりながら、重度化された場合における対応には、定められた内容を遂行するため、医療機関等を含む多職種連携により、チームケアを推進する以下の取り組み等を行い、ご本人およびそのご家族への継続的支援を図ります。 


1． 日中、夜間、居室に設置されたナースコール（緊急通話通報装置）、及び電話、訪問等により入居者が直接に体調不良を訴えた場合、又は夜間の介護職員の観察により入居者の体調不良が認められた場合は、当施設看護職員に報告を行い、状況に応じて嘱託医による往診、入院、夜間受診の対応を行います。

２．できる限り当ホームにおいての生活が継続できるよう、日常的に健康管理に留意し、特に重篤な状態であると嘱託医が判断した場合には、外部の病院への緊急搬送などの対応を行います。



